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個人（市町村民税非課税者等）を対象とした減免措置に

ついて（2019年 4月 1日以降に審査請求をした場合） 

2019年３月 

目次 

1. 対象者・減免措置の内容  

2. 特許の減免申請方法  

（１）出願審査請求料の減免申請（単独出願の場合） 

（２）出願審査請求料の減免申請（共同出願の場合） 

（３）特許料の免除申請（特許料納付書の提出がない場合）（単独出願

の場合） 

（４）特許料の 1/2減免申請（単独出願又は単独の権利者の場合） 

（５）特許料の減免申請（共同出願又は共有特許権の場合） 

3. 実用新案の減免申請方法  

１．対象者・減免措置の内容 
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要件 

特許 実用新案 * 

審査
請求
料 

特許料（第 1
年分から第 3年

分） 

特許料(第 4年
分から第 10年

分） 

技術評価
の請求手
数料 

登録料（第 1
年分から第 3年

分） 

生活保護を
受けている
者 

免除 免除 1/2 に軽減 免除 免除 

市町村民税
非課税者 

免除 免除 1/2 に軽減 免除 免除 

所得税非課
税者 

1/2 に
軽減 

1/2 に軽減 1/2 に軽減 1/2 に軽減 3年間猶予 

事業税非課
税の個人事
業主 

1/2 に
軽減 

1/2 に軽減 1/2 に軽減 - - 

* 実用新案に係る減免・猶予措置は、考案者本人又は相続人が出願人又は実用新案権者となっ

ている場合にのみ適用されます。他者からの権利の移転があった場合、一部の例外を除き、減

免・猶予措置を受けることができないので御注意ください。 

よくあるご質問 

問１ 個人（市町村民税非課税者等）を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特

許権者も適用対象になるのでしょうか？  

答１ 「生活保護を受けている者」については、外国の出願人又は特許権者は適用対

象外となります。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/kyouyu_haki24_4.html


  

3 
 

「市町村民税非課税者」、「所得税非課税者」、「事業税非課税の個人事業主」につ

いては、要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も減免制度の適用対象に

なります。外国の出願人又は特許権者の要件は、以下のとおりです。 

 市町村民税非課税者 

所得税法第 23条から第 35条まで、及び第 69条の規定に準じて計算した各種所

得（利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所

得、譲渡所得、一時所得、雑所得）の合計額が 150万円未満である者。 

 所得税非課税者 

上記各種所得の合計額が 250万円未満である者。 

 事業税非課税の個人事業主 

所得税法第 26条及び第 27条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の

合計額が 290万円未満である者。 

２．特許の減免申請方法 

（１）出願審査請求料の減免申請（単独出願の場合） 
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特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事

項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し

て、料金の減免申請を行います。 

なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。 

 様式見本：出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 出願審査請求書 

【提出日】 平成○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官  殿 

【出願の表示】   

【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○ 

【請求項の数】 1 

【請求人】*1 
 

【識別番号】 123456789 

【氏名又は名称】 ○○  ○○ 
（印） 又は 識別ラベル  

【手数料の表示】*2   

【予納台帳番号】 123456 

【納付金額】 ○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*3  生活保護を受けている者の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号イに掲
げる要件に該当する請求人である。減免申請書の
提出を省略する。 
 市町村民税非課税者の場合 
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特許法等関係手数料令第１条の２第１号ロに掲
げる要件に該当する請求人である。減免申請書の
提出を省略する。 
 所得税非課税者の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号ハに
掲げる要件に該当する請求人である。減免申請書
の提出を省略する。 
 事業税非課税の個人事業主の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号ニに掲
げる要件に該当する請求人である。減免申請書の
提出を省略する。 

 

*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 免除により手数料の納付の必要がない場合には、【手数料の表示】欄を設ける必要はあり

ません。 

*3 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省

略する旨」を記載してください。 

（２）出願審査請求料の減免申請（共同出願の場合） 

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、

（１）出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、（２）出

願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を

受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載
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し、（３）出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する持分の割

合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。 

なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はあ

りません。 

 様式見本：出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 出願審査請求書 

【提出日】 平成○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官  殿 

【出願の表示】   

【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○ 

【請求項の数】 1 

【請求人】*1 
 

【識別番号】 123456789 

【氏名又は名称】 〇〇  〇〇 
（印） 又は 識別ラベル  

【請求人】*1  

【識別番号】 987654321 

【氏名又は名称】 ▼〇株式会社 

【代表者】 ××  ×× 
（印） 又は 識別ラベル  

【手数料の表示】*2   
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【予納台帳番号】 123456 

【納付金額】 ○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*3  生活保護を受けている者の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号イに掲
げる要件に該当する請求人である。（〇〇  〇〇 
持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 市町村民税非課税者の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号ロに掲
げる要件に該当する請求人である。（〇〇  〇〇 
持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 所得税非課税者の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号ハに
掲げる要件に該当する請求人である。（〇〇  〇
〇 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略す
る。 
 事業税非課税の個人事業主の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号ニに掲
げる要件に該当する請求人である。（〇〇  〇〇 
持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 
 

*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 免除により手数料の納付の必要がない場合には、【手数料の表示】欄を設ける必要はあり

ません。 

*3 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 
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*4 【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する出願審査請求料の金額（減免を受ける者に

あっては、その後の減免後の金額）に持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記

載してください。例えば、出願人 Aと出願人 Bの持分がそれぞれ 1/2で、出願人 Aは軽減な

し、出願人 Bは免除の場合、1/2(＝1×1/2+0×1/2)と記載してください。免除により手数料

の納付の必要がない場合には、手数料の納付の割合を記載する必要がありませんので、【その

他】欄を設ける必要はありません。 

（３）特許料の免除申請（特許料納付書の提出がない場合）（単独

出願の場合） 

特許権の設定登録を受ける者が、特許庁に第１年分～第 3年分の特許料に係る特許料納付

書を提出することができる期間内に、特許庁に特許料減免申請書（書面）を提出して、免

除申請を行います（特許料の納付が無いため、特許料納付書の提出は不要です。）。な

お、特許権の設定登録を受ける者が、特許料第１年分～第 3年分と同時に第 4年分以降も

納付し、減免申請を希望する場合は、特許料減免申請書の提出は必要なく、特許料納付書

を提出する必要があります。当該特許料納付書の記載方法は「（４）特許料の 1/2減免申

請」をご参照ください。 

なお、減免申請時に特許料減免申請書に証明書類を添付する必要はありません。 

特許料減免申請書の提出先 
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特許庁宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「特許庁窓口で手続する

方へ」又は「郵送で手続する方へ」を御参照ください。 

特許料減免申請書の提出期限 

特許料第１年分～第 3年分の納付期限内にご提出ください。 

様式見本：特許料減免申請書記載例（様式ダウンロード） 

【書類名】 特許料減免申請書 

【提出日】 平成○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官  殿 

【出願の表示】  

【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○ 

【申請人】   

【識別番号】 123456789 

【氏名又は名称】 ○○ ○○ 

【申請の理由】*1  生活保護を受けている者の場合 
特許法施行令第９条第１号イに掲げる要件に該当する申
請人である。 
 市町村民税非課税者の場合 
特許法施行令第９条第１号ロに掲げる要件に該当する
申請人である。 

 

*1 【申請の理由】欄には、「特許料の免除を必要とする理由」を記載します。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/uketuke.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/uketuke.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/yuusou.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/ryokin_yousiki.html
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（４）特許料の 1/2減免申請（単独出願又は単独の権利者の場

合） 

特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事

項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し

て、料金の減免申請を行います。 

なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。 

 様式見本：特許料納付書（第１年分～第３年分の特許料を納付する場合）記載例 

【書類名】 特許料納付書 

【提出日】 平成○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官  殿 

【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○ 

【請求項の数】 1 

【特許出願人】*1   

【住所又は居所】 東京都××区▼▼１－１ 

【氏名又は名称】 〇〇  〇〇 

【納付者】   

【識別番号】 123456789 

【氏名又は名称】 ○○ ○○ 
（印） 又は 識別ラベル  

【納付年分】 第１年分から第３年分 
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【特許料等に関する特記事項】*2  生活保護を受けている者の場合（第 4年
分以降も第１年分から第３年分と同時に
納付する場合） 

特許法施行令第９条第１号イに掲げる要件に
該当する特許出願人である。減免申請書の提
出を省略する。 
 市町村民税非課税者の場合（第 4年分

以降も第１年分から第３年分と同時に納
付する場合） 

特許法施行令第９条第１号ロに掲げる要件に
該当する特許出願人である。減免申請書の提
出を省略する。 
 所得税非課税者の場合 
特許法施行令第９条第１号ハに掲げる要件に
該当する特許出願人である。減免申請書の提
出を省略する。 
 事業税非課税の個人事業主の場合 
特許法施行令第９条第１号ニに掲げる要件に
該当する特許出願人である。減免申請書の提
出を省略する。 

【特許料の表示】   

【予納台帳番号】 123456 

【納付金額】 ○○○○○ 
 

 様式見本：特許料納付書（第 4年分以降の特許料を納付する場合）記載例 

【書類名】 特許料納付書 

【提出日】 平成○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官  殿 

【特許番号】 特許第○○○○○○○号 

【請求項の数】 1 
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【特許権者】*1   

【住所又は居所】 東京都××区▼▼１－１ 

【氏名又は名称】 〇〇  〇〇 

【納付者】   

【識別番号】 123456789 

【氏名又は名称】 ○○ ○○ 
（印） 又は 識別ラベル  

【納付年分】 第４年分から第６年分 

【特許料等に関する特記事項】*2  生活保護を受けている者の場合 
特許法施行令第９条第１号イに掲げる要件に
該当する特許権者である。減免申請書の提出
を省略する。 
 市町村民税非課税者の場合 
特許法施行令第９条第１号ロに掲げる要件に
該当する特許権者である。減免申請書の提出
を省略する。 
 所得税非課税者の場合 
特許法施行令第９条第１号ハに掲げる要件に
該当する特許権者である。減免申請書の提出
を省略する。 
 事業税非課税の個人事業主の場合 
特許法施行令第９条第１号ニに掲げる要件に
該当する特許権者である。減免申請書の提出
を省略する。 

【特許料の表示】   

【予納台帳番号】 123456 

【納付金額】 ○○○○○ 
 



  

13 
 

*1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び

【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。 

*2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を

省略する旨」を記載してください。 

（５）特許料の減免申請（共同出願又は共有特許権の場合） 

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提

出する際に、（１）特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受

ける者を含めて記載し、（２）特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設

け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申

請書の提出を省略する旨」を記載し、（３）特許料納付書に【その他】欄を設け、正

規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載し

て、料金の減免申請を行います。 

なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はあ

りません。（※特許料納付書の提出がない場合（免除を申請する者のみが出願人に含

まれる共同出願の場合）については、減免申請書の提出が必要です。詳しくはこちら

） 
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 様式見本：特許料納付書（第１年分～第３年分の特許料を納付する場合）記載例 

【書類名】 特許料納付書 

【提出日】 平成○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官  殿 

【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○ 

【請求項の数】 1 

【特許出願人】*1   

【住所又は居所】 東京都××区▼▼１－１ 

【氏名又は名称】 〇〇  〇〇 

【特許出願人】*1   

【住所又は居所】 東京都■■区××１－１ 

【氏名又は名称】 ▼〇株式会社 

【納付者】   

【識別番号】 123456789 

【氏名又は名称】 ○○ ○○ 
（印） 又は 識別ラベル  

【納付年分】 第１年分から第３年分 

【特許料等に関する特記事項】*2  生活保護を受けている者の場合 
特許法施行令第９条第１号イに掲げる要件に
該当する特許出願人である。（〇〇  〇〇 持
分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 市町村民税非課税者の場合 
特許法施行令第９条第１号ロに掲げる要件に
該当する特許出願人である。（〇〇  〇〇 持
分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 所得税非課税者の場合 
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特許法施行令第９条第１号ハに掲げる要件に
該当する特許出願人である。（〇〇  〇〇 持
分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 事業税非課税の個人事業主の場合 
特許法施行令第９条第１号ニに掲げる要件に
該当する特許出願人である。（〇〇  〇〇 持
分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【特許料の表示】   

【予納台帳番号】 123456 

【納付金額】 ○○○○○ 

【その他】*3 特許料の納付の割合〇／〇 
 

 様式見本：特許料納付書（第 4年分以降の特許料を納付する場合）記載例 

【書類名】 特許料納付書 

【提出日】 平成○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官  殿 

【特許番号】 特許第○○○○○○○号 

【請求項の数】 1 

【特許権者】*1   

【住所又は居所】 東京都××区▼▼１－１ 

【氏名又は名称】 〇〇  〇〇 

【特許権者】*1   

【住所又は居所】 東京都■■区××１－１ 

【氏名又は名称】 ▼〇株式会社 

【納付者】   

【識別番号】 123456789 
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【氏名又は名称】 ○○ ○○ 
（印） 又は 識別ラベル  

【納付年分】 第４年分から第６年分 

【特許料等に関する特記事項】*2  生活保護を受けている者の場合 
特許法施行令第９条第１号イに掲げる要件に
該当する特許権者である。（〇〇  〇〇 持分
〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 市町村民税非課税者の場合 
特許法施行令第９条第１号ロに掲げる要件に
該当する特許権者である。（〇〇  〇〇 持分
〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 所得税非課税者の場合 
特許法施行令第９条第１号ハに掲げる要件に
該当する特許権者である。（〇〇  〇〇 持分
〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 事業税非課税の個人事業主の場合 
特許法施行令第９条第１号ニに掲げる要件に
該当する特許権者である。（〇〇  〇〇 持分
〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【特許料の表示】   

【予納台帳番号】 123456 

【納付金額】 ○○○○○ 

【その他】*3 特許料の納付の割合〇／〇 
 

*1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び

【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してくだ

さい。 
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*2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、

「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する特許料の金額（減免を受ける者にあって

は、その後の減免後の金額）に持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載して

ください。例えば、出願人（特許権者）Aと出願人（特許権者）Bの持分がそれぞれ 1/2で、

出願人（特許権者）Aは軽減なし、出願人（特許権者）Bの軽減率が 1/2の場合、3/4(＝1×

1/2+1/2×1/2)と記載してください。 

特許料納付書の提出がない場合（免除を申請する者のみが出願人に含まれる共

同出願の場合）の取扱いについて 

特許権の設定登録を受ける者が、特許庁に第１年分～第 3年分の特許料に係る特許料納付

書を提出することができる期間内に、特許庁に特許料減免申請書（書面）を免除を申請す

る者ごとに提出して、免除申請を行います。 

なお、減免申請時に特許料減免申請書に証明書類を添付する必要はありません。 

特許料減免申請書の提出先 

特許庁宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「特許庁窓口で手続する

方へ」又は「郵送で手続する方へ」を御参照ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/uketuke.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/uketuke.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/yuusou.html
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特許料減免申請書の提出期限 

特許料第１年分～第 3年分の納付期限内にご提出ください。 

 様式見本：特許料減免申請書記載例（様式ダウンロード） 

【書類名】 特許料減免申請書 

【提出日】 平成○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官  殿 

【出願の表示】  

【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○ 

【申請人】   

【識別番号】 123456789 

【氏名又は名称】 ○○ ○○ 

【申請の理由】*1  生活保護を受けている者の場合 
特許法施行令第９条第１号イに掲げる要件に該当する申
請人である。 
 市町村民税非課税者の場合 
特許法施行令第９条第１号ロに掲げる要件に該当する
申請人である。 

【その他】*2  持分 ○／○ 
 

*1 【申請の理由】欄には、「特許料の免除を必要とする理由」を記載します。 

*2 【その他】欄を設け、「申請人の持分の割合」を記載します。 

３．実用新案の減免申請方法 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/ryokin_yousiki.html
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実用新案に係る登録料・手数料に係る減免申請をする場合は、減免を受ける手続（実

用新案登録願又は実用新案技術評価請求）と同時に実用新案登録料減免申請書（様式

見本１）又は実用新案技術評価請求料減免申請書（様式見本３）を提出する必要があ

ります。減免申請書には、以下の要件に応じた書類（申請日に取得し得る最新の書

類）を添付する必要があります。（共同出願の場合も同様です。） 

※特許における減免申請手続とは異なり、実用新案に係る登録料・手数料に係る減免

申請をする場合は、減免申請書と証明書類を提出する必要があります。 

要件及び添付書面 

要件 添付書面 *1 

生活保護を受けている者 生活保護を受けていることを証する書類 *2 

市町村民税非課税者 市町村民税非課税証明書 *3 

所得税非課税者 所得税が課されていないことを証する書類 *4 

*1 各添付書面については、原本ではなく、その写しを証明書類として提出することが可能で

す。 
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*2 平成 30年 10月 1日に見直された生活保護基準の下で生活保護を受けていることを証する

書類を減免申請書に添付してください。（平成 30年 9月 30日以前の生活保護基準の下で生活

保護を受けていることを証する書類を援用することはできません。） 

*3 非課税証明書は、課税証明書や納税証明書で課税額が 0円等として証明される場合があり

ます。 

*4 「確定申告されている方」は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書（その 1）で申

告所得税額・源泉徴収税額が 0円のもの、「給与・年金所得者の方」は、支給者の発行する源

泉徴収票で源泉徴収税額が 0円のものを御提出いただくこととなります。 

実用新案登録料減免申請書又は実用新案技術評価請求料減免申請書及び添付書

面の提出先 

特許庁宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「特許庁窓口で手続する

方へ」又は「郵送で手続する方へ」を御参照ください。 

実用新案の減免申請について、よくあるご質問 

問１ 「非課税証明書」又は「課税証明書（課税額 0円であることが記載されている

もの）」として、減免申請より半年以上前に発行されたものでも有効ですか？ 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/uketuke.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/uketuke.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/yuusou.html
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答１ 減免申請の時点で証明書を改めて取得した場合でも、過去に取得したものと同

一年次の課税に係る証明書が発行される場合には、過去に取得したものを御提出いた

だいて構いません。なお、市町村民税の「非課税証明書」又は「課税証明書」の年次

の切り替えは、概ね 6月に行われているようです。 

問２ 支給者の発行する源泉徴収票で支給者の押印がないのですが、有効ですか？ 

答２ 支給者の押印がない源泉徴収票も有効です。 

問３ 外国の個人出願人又は実用新案権者も実用新案の減免措置の適用を受けること

ができますか？ 

答３ 「生活保護を受けている者」については、外国の出願人又は実用新案権者は適

用対象外となります。 

「市町村民税非課税者」、「所得税非課税者」については、要件を満たしていれば、

外国の出願人又は実用新案権者も減免制度の適用対象になります。外国の出願人又は

実用新案権者の要件は、以下のとおりです。 

 市町村民税非課税者 

所得税法第 23条から第 35条まで、及び第 69条の規定に準じて計算した各種所

得（利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所

得、譲渡所得、一時所得、雑所得）の合計額が 150万円未満である者。 
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 所得税非課税者 

上記各種所得の合計額が 250万円未満である者。 

添付書面としては、国内の個人出願人又は実用新案権者が提出する証明書と同等の証

明書の提出が必要となります。添付書面の詳細につきましては、本記事下方の「実用

新案の減免申請に関するお問い合わせ先」まで個別にお問い合わせください。 
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（１）実用新案登録料 

様式見本１：実用新案登録料減免申請書 

（様式ダウンロード） 

 

* 【出願の表示】欄の【整理番号】欄は、様式見本２：実用新案登録願に記載の【整理番号】

欄に記載した整理番号となります。記載していない場合は、【整理番号】欄は不要です。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/ryokin_yousiki.html
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様式見本２：実用新案登録願記載例 
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*1 実用新案登録料の第 1年分から第 3年分が免除される場合であっても、出願料は免除され

ませんので、【手数料の表示】欄の【納付金額】欄に「14000」と実用新案出願手数料の金額

を記載してください。 

*2 【その他】欄は必ず記載してください。 
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（２）実用新案技術評価請求 

様式見本３：実用新案技術評価請求料減免申請書 

（様式ダウンロード） 

 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/ryokin_yousiki.html
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様式見本４：実用新案技術評価請求書記載例 

 

* 【その他】欄は必ず記載してください。 

トップへ  

［更新日 2019年３月 27日］ 

お問い合わせ 

審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先 

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 
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（国際出願以外） 

電話：代表 03-3581-1101 内線 2616 

 

  

（国際出願） 

電話：代表 03-3581-1101 内線 2644 

 

  

特許料の減免申請に関するお問い合わせ先 

特許庁審査業務部審査業務課登録室 

電話：代表 03-3581-1101 内線 2707 

 

  

https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa1120
https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa1a00
https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9998?q1=pa1300
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実用新案の減免申請に関するお問い合わせ先 

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 

電話：代表 03-3581-1101 内線 2617 

 

 

手続等一般的なお問い合わせ先 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 

電話：代表 03-3581-1101 内線 2121～2123 

 

  

この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 

特許庁総務部総務課調整班 

https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa1120
https://form.inpit.go.jp/webapp/form/15281_tpw_387/index.do
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電話：代表 03-3581-1101 内線 2105 

 

 

https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa0260
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